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心地よい風が吹き，若葉の美しい季節になりました。 

子ども達も新しい学年に慣れ，楽しく過ごしています。5 月は家庭訪問，春の校外

学習，スポーツテストと，行事が一杯。気持ちのよいこの季節に，いろいろなこと

を経験してほしいものです。 

 

家庭訪問が始まりました（４月30日～5月１６日） 
   家庭訪問が始まりました。新年度が始まって1ヶ月足らず，新しい学

年の生活が軌道に乗ってきました。そこで，担任が各ご家庭に伺い，子

どもたちの様子について共に語り合う時間をいただいています。担任の

方からは，学校での子どもたちの様子をお話し，お家の方からは家での

子どもたちの毎日の様子をお話ししていただきたいと思います。 

なお，お約束の時刻が多少前後する場合もありますので，ご了承くだ

     さい。 

＊  あ ま り に 遅 い 場 合 は ， 学 校 に 電 話 ６ ４ １ － ０ ０ ５ ７ し て く だ さ い 。  

 

 

修学旅行(淡路島・吉備路方面)に行ってきました 
 4月 23日・24日 と 6年 生 が 修 学 旅 行 に 行 っ て き ま し た 。途 中 ，天 候 が 崩

れ ま し た が ， 活 動 の 間 は 雨 も 止 み い ろ い ろ な こ と を 友 だ ち と 協 力 し て 体 験

で き た 楽 し い 2日 間 に な り ま し た 。 こ の 経 験 を こ れ か ら の 学 校 生 活 に 生 か

せ れ ば と 思 い ま す 。  

 

 

春の校外学習～5月1３日 
 今年度の春の校外学習は，次の所へ行きます。 

○ ろ組，1・２年「植物園」  

○ ３・４年「宝ヶ池こどもの楽園」 

＊ 予備日は，5月21日です。 

 

☆ 5・6年｢京都市動物園」に，5月28日に行きます。   

＊ 全学年，お弁当の用意をよろしくお願いします。 

  雨の時も，お弁当がいりますので宜しくお願いします。 

＊ 天候が怪しい時は，両方の用意をして登校するようお願いします。 

 

 

 
預かり金の引き落としについて 
 今年度も預かり金を銀行から引き落としさせて頂きます。5月は9日に４・５月分

引き落とします。金額が高くなりご負担をおかけしますが，宜しくお願いいたします。 

 
稲荷交番 安全拠点に 

昨年4月に廃止されていた「稲荷交番」が住民の要望で「稲荷あんしん・

あんぜんステーション」という名前で，地域の防犯活動の拠点施設とし

てオープンしました。 

地域の方に，子ども達の安全を守っていただける施設がまたできた

ことは心強いことです。 

 
 

5月は，憲法月間です 
 
 

 

 5 月 3 日は憲法記念日です。そして，5 月を憲法月間として，

憲法のもつ意義や意味について考えたり，人との接し方や関わ

り方，子育ての中の人権について振り返ったりする機会として

います。 

 日本国憲法には，３つの大きな柱《国民主義・平和主義・基本

的人権の尊重》を中心に，誰もが人間らしく心豊かに幸せな生活を送るために，全

ての人々に「自由」と「権利」「責任」が保障されています。 

 子どもたちには，自由と権利を願うことと同時に，自分の行動に責任を持つこと

の大切さを教えています。自分のやりたいことを自由に考えることは大切です。し

かし，行き詰まったり，失敗したりしてしまうことがあります。その時に放ってし

まうと無責任な行動になってしまいます。 

 また，すべての子どもたちが楽しい学校生活を送るために，お互いを認め合い，

励まし合う，個を生かす集団づくりも目指しています。自分を大切にすると同時に，

他の人も大切にする気持ちを持ち続け，行動することが大切です。 

 学校では，子どもたちに「人権を大切にする」ことや，自分の行動に伴う「自由

と責任」について話し合いを進めています。そして，日常の暮らしの中で話し合っ

たことが行動に表れるようにと願っています。そのためには，大人がお手本となる

ようがんばらなければと考えています。 

ご家庭でも，憲法月間を機会として，上記のことも含め，お子たちといろいろな

ことを話し合う機会をもっていただければと思います。 

 


